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「サイバーセキュリティ月間」に伴う情報セキュリティの強化について 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、建設業においてはＤＸ推進等に伴うＩＣＴ活用が益々拡大しており、サイバー攻撃のリスクも急速

に高まるなか、情報セキュリティの重要性がさらに増しています。 

そのため、政府の定める「サイバーセキュリティ月間」に合わせて、当専門部会で作成したセキュリティ

教育・啓発資料を会員各社にご案内致します。 

 会員各社におかれましては、下記資料を広く周知、活用していただき、協力会社の指導を含め、情報セキ

ュリティの強化を継続していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．サイバーセキュリティ月間 

  政府では、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するため、2月 1 日から 3 月 18

日までを「サイバーセキュリティ月間」と定め、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に実

施しております。 

期間 ： 2月 1 日～3
サ
月 1

イ
8

バー
日 

 

２．日建連ホームページの掲載について 

  当専門部会にて作成した本年度版のセキュリティ教育・啓発資料をサイバーセキュリティ月間に合わせて

公開しております。 

 

1) 情報セキュリティ啓発ポスター 

「慌てない 電話をしないで、画面を閉じて！」 

 多言語対応（日本語、英語、中国語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、ベトナム語、韓国語） 

   （使用例）現場内の従業者に対応した言語版の A3判で印刷し、建設現場内、および事務所内に掲示。 

 2) 情報セキュリティ教育・研修用動画：「建設現場における情報漏えい事故例と注意ポイント」 

    多言語対応（日本語、英語、中国語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、ベトナム語、韓国語） 

  （協力会社に紹介してください。） 

 3) オンデマンドセミナー「知らないは損！サイバー攻撃の『加害者』にならないための第一歩」を期間限

定（2/1～3/18）で配信します。 

※受講には申し込みが必要です。（協力会社に紹介してください。） 

 

情報セキュリティ教育・啓発資料 

 https://www.nikkenren.com/kenchiku/ict/security/guideline.html 

以上 

■本件に関する問合せ先 

  建築生産委員会 ICT推進部会事務局（担当：城所） kidokoro@nikkenren.or.jp 

  ※事務所不在の場合がありますので、メールでのご連絡をお願いいたします。 


